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議事日程平成３０年第３回八街市教育委員会定例会

平成３０年 ３月２２日（木）

午後 ２時００分 団体研修室

定 例 会

第１ 教育長開会宣言

第２ 議事録署名人の指定

第３ 議 題

（１）教育長報告

（２）前回議事録の承認について

（３）議決事項

議案第１号 平成３０年度八街市教育施策について

議案第２号 八街市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則に

ついて

議案第３号 八街市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令に

ついて

議案第４号 教職員の任免に係る内申について

（４）報告事項

第１号報告 平成３０年度八街市一般会計教育費予算概要について

第２号報告 八街市子どもの読書活動推進計画書について

第４ そ の 他

（１）各課等からの伝達事項
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八街市教育委員会議事録

平成３０年第３回定例会

期 日 平成３０年３月２２日（木）

開会 午後 ２時００分

閉会 午後 ３時２５分

場 所 団体研修室

教育長及び 教 育 長 加曽利 佳 信

出 席 委 員 教育長職務代理者 山 田 良 子

委 員 並 木 光 男

委 員 大 西 昭

委 員 本 田 純 子

出 席 職 員 教 育 次 長 村 山 のり子

教 育 総 務 課 長 川 名 弘 晃

学 校 教 育 課 長 柿 﨑 清

関 貴美代社 会 教 育 課 長 兼 中 央 公 民 館 長 兼 郷 土 資 料 館 長

ｽﾎﾟｰﾂ振興課長兼ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ所長 堀 越 和 則

図書館長兼視聴覚教材センター所長 高 橋 みち子

学校給食センター所長 和 田 暢 祥

教育総務課主査（事務局） 森 政 幸
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１．教育長開会宣言

○教育長

ただいまから、平成３０年第３回八街市教育委員会定例会議を開会します。

本日の日程は、お手元に配付のとおりです。

２．議事録署名人の指定

○教育長

議事録署名人に山田委員と並木委員を指定します。

３．議題

（１）教育長報告

○教育次長

２月１５日、中央公民館において、青い麦の子ふれあい事業「卒業生を送る

会」に出席しました。

２月１６日から３月１９日までの３２日間、八街市議会３月定例会が行われ

ました。その中で、２月２１日、２２日、２３日の一般質問の教育委員会関係

の主な質問といたしまして、小中学校のインフルエンザ、不登校対策、色覚異

、 、 、 、常の児童・生徒への対策 就学援助制度 榎戸のかわらめき古墳 郷土資料館

新たなマラソン大会に関すること等がありました。

また、３月６日から９日まで新年度予算審査特別委員会が行われました。

２月１８日 （仮称）八街マラソン大会実行委員会に出席し、同日、実行委、

員会が設立されました。

２月２４日、第４１回八街市社会教育振興大会に出席しました。委員の皆さ

まの出席ありがとうございました。

３月４日、第２７回こうみんかん祭に出席、３月１３日、八街中央中学校卒

業証書授与式に出席、３月１４日、委員の皆さまと共に第１回総合教育会議に

出席、３月１６日、朝陽小学校卒業証書授与式に出席いたしました。

３月２０日、八街市視聴覚教材センター委員会に出席し、今年度をもって、

視聴覚教材センターを廃止することから、委員の解職を行いました。

その他は紙面にて報告に代えさせていただきます。以上です。

（２）前回議事録の承認について

○教育長

続いて、議事録の承認についてお諮りいたします。

２月１４日に開催しました第２回教育委員会定例会の議事録の写しをお手元
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にお配りしてありますが、よろしければ承認したいと思います。ご異議ありま

せんか。

＜異議なし＞

ご異議なしと認めますので、当該議事録を承認いたします。

（３）議決事項

○教育長

本案件中、議案第４号は、八街市教育委員会会議規則第１３条第１項第１号

に該当することから、会議を非公開とします。このことについて、ご異議あり

ませんか。

＜異議なし＞

賛成全員により、議案第４号は、非公開とします。

・議案第１号 平成３０年度八街市教育施策についてを議題とします。事務局

の説明をお願いします。

○教育総務課長

議案第１号についてご説明いたします。

、 。平成３０年度の八街市教育施策につきましては お手元に配付してあります

これは、八街市教育振興基本計画の基本施策に基づき、これまでと同様に、

１．子どもの教育・健全育成の充実

２．自ら学ぶ生涯教育・スポーツの推進

３．市民文化の創造と継承

４．豊かな心を育む交流の推進

この４つの項目を継承し、施策を展開していきます。具体的な内容について

は、後ほど説明する報告事項と重複いたしますので、そちらの方で説明いたし

ます。なお、主な事業については、２３ページから２５ページに一覧で掲載し

てあります。

ご審議の程よろしくお願いいたします。

【質疑応答】

○教育長

ただいまの事務局の説明に対し、ご質問等のある委員は、発言願います。

○委員

７ページに「国際交流イベントの実施」という記載がありますが、具体的に

は、どのようなことを、いつ頃、どのような人たちを対象として行おうとして
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いるのか。予算化されているのかを教えてください。

１４ページの図書館のところで 「ビジネス支援講座の開催」について、も、

う少し具体的にどのようなことを行おうとしているのかを教えてください。

１７ページの郷土資料館のところで、これまでは 「市民との協働による郷、

土資料館収蔵資料の整備」とされていましたが、これが削除されているのです

が、今までボランティアの人たちに資料をきれいにしてもらったりしていたと

思いますが、今度は、そのようなことをどなたが行うのかを教えてください。

２０ページの「八街市研究指定校」のことですが、これは、八街市教育セン

ターが指定する指定校だとしたら、別冊の「事業費ごとの概要説明書」と比べ

ると 「研究指定を中学校区で行う」とあるのですが、教育施策には 「八街、 、

」 、 、北中学校 とあるのですが これが八街市教育センターの指定であるとしたら

「朝陽小学校」はどうなっているのかを教えてください。

２１ページのところで検討していただきたいことですが、地域公開や地域ミ

ニ集会で、各学校で授業を地域に公開したり、学校ごとに地域ミニ集会を呼び

かけたり、学校だより等で案内していると思いますが、今、区や町内会に加入

していない人が半分ぐらいいるのではないかと思うんですよね。また、自分の

子どもがいなければ、そのようなことを全く知る機会もないままで、学校の授

業を見てみたいと思う方がいるような気がします。これを例えば、市の広報な

どでＰＲをしてもらうことができないのか、その辺を検討していただきたいと

思います。

○学校教育課長

国際交流イベントの実施についてですが、学習指導要領の改訂によって、外

国語科・外国語活動について、小学校３年生から５年生までが新しく導入され

ました。それに伴い、本市がこれまで業務委託をしていたＡＬＴの外国語指導

助手について、来年度から新たに増員をする契約をし、その契約の中に国際交

流イベントの実施も含まれております。

具体的にはこれから詰めていくところですが、予定としては、夏休み期間中

に市内の学校を外国のイメージで英語を使ったワークショップのようなものが

できればというような内容で検討しているところです。

○図書館長

ビジネス支援講座の開催についてですが、今回、法律情報のデータベースを

第一法規と契約しました。その時に、第一法規の職員が講師となって、ビジネ

ス支援となるような講座を開催するように協力していただきたく話しを進めて

おります。

また、これは決定したわけではありませんが、女性起業家の方と知り合いに
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なりまして、その方が無料で起業に関する講座を開いていただける可能性があ

り、現在交渉中です。なお、両方とも予算化はされていませんがそのようなこ

とを考えております。

○委員

一つは、女性の起業家の方を呼んでお話しを聞くということは、起業に関す

る内容ということで良いわけですよね。

「 」 、 。第一法規の ビジネス とは もう少し詳しく言うとどのようなことですか

○図書館長

まだ、方向性が示されていないので、これからの検討課題になります。

○社会教育課長

郷土資料館についてですが、今までは、ボランティアの方にいろいろお手伝

いをしていただいてたが、高齢化や仕事量の減少に伴い、ボランティアの方は

解散となりました。収納庫のほうもいっぱいになってしまい、市民からの受け

入れも困難になり、選択しながらの受け入れとなっています。

今後は、小学生・中学生の職場体験等で対応していきたいと思います。

○学校教育課長

八街市研究指定校についてですが、こちらは、概要説明書と２０ページの作

成には時差がありまして、この２０ページに記載されている八街中学校区の指

定については、平成３０年度までこれは変わらないです。

これまで何年か中学校区ごとに研究指定をしてきたテーマには、やりやすい

テーマもあるのですが、学校現場から中学校と小学校で同じテーマを持つのが

非常にやりにくいというような声があがっています。

そのような反省を踏まえて、現在、教育センターの中で、研究指定について

、 、中学校区に指定するのは如何なものかということで 来年度以降それを見直し

４月の教育センター運営委員会の中で諮り、来年度以降、単独校ごとの指定を

考えております。

八街北中学校については、来年度、小中学校体育連盟の研究指定を受けるこ

とから、教育センターの指定も行うということで、ここに記載してあります。

○委員

わかりました。双方の整合性がとれるようにお願いします。

○教育長

地域公開等の広報のやり方ですが、今でも広報はしておりますが、区に加入

してないなど情報を受けられない家庭が増えてきたので、積極的に広範囲に広

報したほうが良いのではないかと思います。それぞれの課で考えていただけれ

ば良いと思います。よろしくお願いします。
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○教育長

他に質問等はありますか。

＜質疑等なし＞

質疑がなければ、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

＜異議なし＞

異議なしの声がありましたので、ご異議なしと認め、議案第１号について、

可決することに決定いたしました。

・議案第２号 八街市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則について

を議題とします。事務局の説明をお願いします。

○教育総務課長

議案第２号についてご説明いたします。資料の４ページをご覧ください。

、 、本改正は 平成１８年度から行政給料表について３級及び４級の統合を行い

旧４級にあたる｢副主査｣については、新たに補することはなくなり、別の職名

となっていることから、削除するものです。

また、別表のスポーツ振興課に関しまして、所要の文言整理を行うもので、

｢学校開放｣を｢学校施設の開放｣に変更するものです。

施行の期日は、公布の日からとします。以上、ご審議の程よろしくお願いい

たします。

ご審議の程よろしくお願いいたします。

【質疑応答】

○教育長

ただいまの事務局の説明に対し、ご質問等のある委員は、発言願います。

○委員

質問ではないのですが、今一度、簡単に説明をお願いします。

○教育総務課長

新旧対照表をご覧ください。

職名の欄で、改正前は「副主査」という職名が入っているのですが、それが

給料表の３級と４級の統合を行ったことにより、職名が必要なくなり、これを

別の職名で対応できるので、改正後は「副主査」を削除したということです。

○委員

。 、 。３級と４級を統合したのですね では 今まで副主査は何級だったのですか

○教育総務課主査

給料後改正後は、３級です。３級で、主任主事から副主査というのがあった
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のですが、今は、４級の主査補に統一されました。

○教育長

他に質問等はありますか。

＜質疑等なし＞

質疑がなければ、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

＜異議なし＞

異議なしの声がありましたので、ご異議なしと認め、議案第２号について、

可決することに決定いたしました。

・議案第３号 八街市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について

を議題とします。事務局の説明をお願いします。

○教育総務課長

議案第３号について説明いたします。資料の５ページから７ページをご覧く

ださい。

本改正は、地方自治法第１８０条の２の規定に基づき、市長の職務権限に属

する事務の一部を教育委員会に委任されている事務に関しまして、新たに２つ

の専決区分を設けるものです。

｢(１)公民館、市営運動場及びスポーツプラザ使用料の徴収及び還付｣を課長

決裁、｢(２)公民館、市営運動場及びスポーツプラザ使用料の減免｣を教育次長

決裁とするものです。

、 ． （ ）、（ ） 、 、その他に ｢１ 人事に関する事項｣の ２ ４ について 教育長欄の｢８

７、６、５級｣を｢５級以上｣に変更し、文言整理を行うものです。

施行の期日は、平成３０年４月１日からです。

ご審議の程よろしくお願いします。

○教育長

ただいまの事務局の説明に対し、ご質問等のある委員は、発言願います。

＜質疑等なし＞

質疑がなければ、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

＜異議なし＞

異議なしの声がありましたので、ご異議なしと認め、議案第３号について、

可決することに決定いたしました。

・議案第４号 教職員の任免に係る内申についてを議題とします。事務局の説

明をお願いします。
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○学校教育課長

議案第４号について説明いたします。別冊の資料をご覧ください。

一番上のページが異動者の一覧となっております。これは、いわゆる本務者

の表になっており、講師等については入っておりません。また、個々の異動対

象者等については、資料の１ページ以降でご確認ください。

八街市教育委員会としては、教職員人事について、この内容で千葉県教育委

員会に内申するものです。

ご審議の程よろしくお願いします。

○教育長

ただいまの事務局の説明に対し、ご質問等のある委員は、発言願います。

＜質疑等なし＞

質疑がなければ、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

＜異議なし＞

異議なしの声がありましたので、ご異議なしと認め、議案第４号について、

可決することに決定いたしました。

（４）報告事項

○教育長

・第１号報告 平成３０年度八街市一般会計教育費予算概要について、事務局

の報告をお願いします。

○教育総務課長

第１号報告についてご説明いたします。別冊の新年度予算事業費ごとの概要

説明書をご覧ください。

１２月１５日の第１３回教育委員会定例会議において、新年度予算要求を行

う事業等について説明いたしましたが、その後、財政部局との協議を経て、３

月議会の予算審査特別委員会で承認を頂き、先日の３月１９日の本議会にて、

可決されましたので、今回、その報告をいたします。

説明資料である「新年度予算事業費ごとの概要説明書」につきましては、教

育委員会関係の抜粋であります。

また、この概要説明書は、各課で作成していることもありまして、作成の仕

、 、 。方にバラツキがあり 見にくいところがあるかと思いますが ご了承ください

今後は、統一して作成してまりますので、よろしくお願いいたします。

はじめに、教育総務課関係の事業概要について、説明いたします。

概要説明書の２９７ページから３００ページをご覧ください。
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こちらの事業は、教育委員報酬、教育委員会諸費、教育委員会事務局諸費と

なりますが、通常かかる経費となりますので、要求どおりとなりました。内容

については、事業内容欄をご覧ください。

３０７ページをお開きください。小学校施設整備事業費について、説明いた

します。事業説明欄をご覧ください。

（新規）とあるのが、枠外要求したもので、委託料の二州小学校受水槽等更

新工事監理業務４９万７千円と工事請負費の二州小学校受水槽等更新工事３千

８８８万円、二州小学校観察池改修工事３２９万４千円、小学校電話主装置等

改修工事は、交進小学校が電話主装置等改修工事で、二州小学校沖分校がイン

ターホーン改修工事で２２９万円。笹引小学校放送設備改修工事は、１２１万

円、スクールゾーン路面標示整備工事１７５万円、全て要求どおり可決されて

おります。なお、工事請負費は、全て施設の老朽化による改修工事です。

３０８ページをご覧ください。

小学校空調設備整備事業費については、平成２９年度に設計しました川上小

学校の空調設備設置工事に係る事業で、１億１千３５８万１千円が可決されま

した。

また、その他の学校の空調設備整備については、平成３０年度に川上小学校

に設置しますので、その設置工事に関して検証を行い、その結果を３１年度の

小学校８校の設計に反映させて、実施設計を行います。そして、３２年度に小

学校８校の設置工事と中学校４校の実施設計、翌３３年度に中学校４校の設置

工事を実施して、全校を完了させる予定となっております。

３０９ページから３１０ページは小学校管理諸費で、通常かかる経費となり

ますので、要求どおりとなりました。

３１１ページをご覧ください。

、 、 、小学校施設維持管理費については 今回 二州小学校の樹木伐採業務の増額

遊具点検業務と樹木診断の枠外要求を可決されました。遊具点検業務は、全９

、 、 。校 樹木診断は 実住小学校と交進小学校のけや木の診断を予定しております

また、使用料及び賃借料で、トイレ洗浄静菌システムに係る賃借料は、交進

、 、 、 。小学校 二州小学校沖分校 八街東小学校も設置する事で 増額しております

なお、校務用コンピュータ保守管理業務は、３０年度から小学校教育振興費

に計上しております。

３１６ページをお開きください。中学校施設整備事業費ついて、説明いたし

ます。事業説明欄をご覧ください。

（新規）とある工事等が、枠外要求したもので、八街南中学校プレハブ校舎

改修工事５０５万５千円、八街中央中学校防球ネット設置工事４９３万６千円
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が可決されました。

、 。 、八街南中学校は 床が老朽化している為の改修工事です 八街中央中学校は

グラウンドのソフトボールのバックネットが低く、ファールボールが民家への

直撃、歩行者に当たることも考えられることから、高い防球ネット（１５ｍを

予定、現状は８ｍ位）を設置するものであります。

３１７ページから３１８ページについては、中学校管理諸費で、通常かかる

経費となりますので、要求どおりとなりました。

３１９ページをご覧ください。

中学校施設維持管理費については、委託料に小学校と同様に、遊具点検業務

が、新規に可決されました。

なお、校務用コンピュータ保守管理業務は、３０年度から中学校教育振興費

に計上しております。

３２４ページをご覧ください。

中学校施設改修事業費については、中学校屋内運動場の非構造部材耐震改修

工事の調査設計業務４２０万円が、可決されました。

３２７ページをお開きください。

幼稚園施設整備事業費については、枠外要求しました工事請負費「八街第一

幼稚園フェンス改修工事」２４５万２千円が、可決されました。

これは、園庭東側のフェンスが低いことから、不審者対策として、１．５ｍ

位のフェンスに改修するものです。

３２８ページから３２９ページは、幼稚園諸費で、通常かかる経費となりま

すので、要求どおりとなりました。

、 。３３０ページの幼稚園施設維持管理費については 訂正をお願いいたします

増額理由欄に 「施設修繕料」の増額計上したと記載がありますが、この「施、

設修繕料」を「複写機賃借料」に訂正願います。修繕料は、平成２９年度と同

額で、増額となったものは、複写機の賃借料で、平成３０年度から新規契約と

なることから、見積額での計上となったため、増額となったものです。

なお、本施設維持管理費の内容につきましては、前年度と同様であります。

○学校教育課長

学校教育課に係る新年度予算については、経常的な事業の予算については、

これまでと同程度で予算計上しております。

大きな増減があった事業、枠外要求をした事業等について説明いたします。

３０１ページをご覧ください。

教育指導諸費については、５千９０４万３千円で、今年度と比較して２８０

万４千円の増額です。
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増額の理由については、特別支援教育支援員２３名について、時給が９００

円から９４０円に上がること、出勤日数が１９３日から２０５日に増えること

による賃金及び保険料の増額です。校内適応指導教室補助教員についても出勤

日数が１９３日から２０５日に増えることによる賃金及び保険料の増額です。

また、教育センター運営費から移行して計上した、印刷製本費及びバスの借

上料の分の増額が主なものです。

３０２ページをご覧ください。

外国語指導助手事業費については、３千７３９万円で、今年度と比較して２

千１１９万円の増額です。

増額の理由については、外国語指導助手ＡＬＴは、今年度まで業務委託契約

による５名の派遣でしたが、新学習指導要領の改訂に伴い、平成３０年度から

３年間は派遣業務委託契約となり、３０年度と３１年度は８．５名、３２年度

は９名を市内の各小・中学校に派遣するための増額です。

３０３ページをご覧ください。

教育支援センター管理運営費については、１千２２１万３千円で、今年度と

比較して１７万８千円の増額です。

増額の理由については、電話相談員の時給が８５０円から８７０円に上がっ

たことによる賃金の増額です。

また、教育支援センター「ナチュラル」の光熱水費の増額が主なものです。

３０４ページをご覧ください。

教育センター運営費については、２１４万円で、今年度と比較して１３万３

千円の減額です。

減額の理由については、印刷製本費及びバスの借上料を教育指導諸費に移し

て計上した事による減額が主なものです。

３０５ページの育て八街っ子推進事業費及び３０６ページの教育支援体制整

備事業費については、通常どおりの経費で予算要求どおりです。

３１２ページをご覧ください。

小学校教育振興費については、４千６９３万１千円で、今年度と比較して５

４７万７千円の増額です。

主な増額の理由については、教育用コンピュータ保守業務で、新しくタブレ

ットを導入した６校について、約１千６００万円の増額です。これまでのコン

ピュータ賃借料が残り３校になりましたので、約１千３００万円の減額、今年

度まで教育総務課で予算計上していた校務用コンピュータ保守業務が約２１０

万円の増額です。

また、社会課副読本の購入については、平成３１年度から３３年度までの３
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年間使用するために、枠外要求で３３７万４千円になります。

その他、児童用図書購入費が今年度に限り増額になっていたものが、例年相

当に戻ることから約２２５万円の減額で、これらの差引額が、５４７万７千円

の増額になります。

３１３ページをご覧ください。

小学校教材備品等購入費については、１７０万９千円で、今年度と比較して

１３５万円の減額です。

減額の理由については、今年度に限り増額されていた教材備品購入費（各校

１５万円）が例年相当に戻ることからの減額です。

３１４ページの小学校理科教育振興用備品購入費及び３１５ページの小学校

児童援助奨励費は、通常どおりの経費で予算要求どおりです。

３２０ページをご覧ください。

中学校教育振興費については、２千４３８万３千円で、今年度と比較して１

８３万３千円の増額です。

増額の理由については、教育用コンピュータ保守業務が、小学校と同様、新

しくタブレットを導入した１校について、約３６０万円の増額です。これまで

のコンピュータ賃借料が残り３校になりましたので、約２３０万円の減額、小

学校同様、今年度まで教育総務課で予算計上していた校務用コンピュータ保守

業務が約１１０万円の増額です。

また、生徒用図書購入費が今年度に限り増額になっていたものが、例年相当

に戻ることから約４０万円の減額で、これらの差引額が、１８３万３千円の増

額になります。

３２１ページをご覧ください。

中学校教材備品等購入費については、１４８万５千円で、今年度と比較して

６０万円の減額です。

減額の理由については、今年度に限り増額されていた教材備品購入費（各校

１５万円）が例年相当に戻ることからの減額です。

３２２ページの中学校理科教育振興用備品購入費及び３２３ページの中学校

生徒援助奨励費は、通常どおりの経費で予算要求どおりです。

３５６ページ、３５７ページをご覧ください。

学校保健管理費については、３千１３７万３千円で、今年度と比較して８７

万４千円の減額です。

減額の理由については、学校医、学校歯科医等への報酬が、児童生徒及び教

職員数の減により約２７万円の減額、手数料で、オージオメーター等の検査が

、 、 、 、隔年であり 来年度はないので 約２２万円の減額 委託料の健康診断業務は
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これも児童生徒及び教職員数の減により約７０万円の減額です。また、環境検

査測定業務は、教室等のホルムアルデヒドの検査ですが、これまで簡易検査だ

ったものを精密検査を隔年で行うようにしたことから、約３６万円の増額にな

ります。これらの差引額が、８７万４千円の減額になります。

３５８ページの学校保健諸費は、通常どおりの経費で予算要求どおりです。

最後に、枠外要求しておりました「中学生平和派遣事業委託料」ですが、来

年度は、派遣する人数等のことで財政課と折り合いがつかず、見送りとなりま

した。今後も要望を続けていきたいと考えております。

○社会教育課長

まず、社会教育課の事業等についてご説明いたします。

３３１ページから３３３ページの社会教育振興費の主な事業内容についてご

説明いたします。

委託料の社会教育施設整備等調査業務は、１千２百２８万円で、中央公民館

敷地内の社会教育施設において、市民の利便性向上のため、必要な整備内容や

方向性を調査するものです。

工事請負費の社会教育施設案内看板設置工事は、７２万４千円で、市内外か

らの利用者に対し、中央公民館、図書館、郷土資料館の所在地を示すと共に、

敷地内における３館の位置関係を明確にするために看板を設置するものです。

以上の２事業については、枠外要求により認められました。

また、各種講演会時の要約筆記料１０万６千円についても、枠外要求による

ものです。

なお、社会教育指導員、家庭教育指導員の報酬及び保険料の増額要求は、認

められませんでした。その理由としては、学校教育相談員と設置や勤務態勢が

同等であるが、仕事の量や重さを比べると差があることと、他市町の状況の確

認が必要ではないかとのことで、改めて見直しをすることになりました。

３３４ページから３３５ページをご覧ください。

青少年健全育成費についての主な事業内容については、平成３０年度実住小

学校に開設する放課後子ども教室の指導員の報償費、放課後子ども教室の消耗

品と備品購入費です。これについては、枠外要求により認められました。

３３６ページから３３７ページをご覧ください。

文化財保護費の主な事業内容については、委託料の市指定文化財等整備業務

で、１７０万円です。

沖の「御成街道跡」の倒木の整備と文違の「こえっぱの弁天」の現地測量、

雑木下草の処理等を予定しております。

次に、中央公民館の事業等についてご説明いたします。
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３３９ページから３４０ページをご覧ください。

中央公民館管理運営費の主な事業内容については、備品購入費の５０５万４

千円で、主に大会議室の利用者の負担を軽くするため、軽量パイプ椅子を４０

０脚購入するものです。これについては、枠外要求が認められました。

、 、 、 、その他 育児休業職員の代替の臨時職員において 保険料 祝日勤務の賃金

中央公民館利用の手引きの印刷製本費、祝日開館に伴う館内清掃業務の委託料

の増額に伴う枠外要求が認められました。

３４１ページをご覧ください。

中央公民館整備事業費の主な事業内容については、油圧エレベーター更新工

事に伴う監理業務が１０８万円、工事請負費の５千３２０万９千円は、油圧エ

レベーター更新工事、南棟２階西面の外壁改修工事、音楽室・視聴覚室・応接

室の床改修工事を行うものです。これらの事業についても、枠外要求が認めら

れました。

次に、郷土資料館の事業についてご説明いたします。

３４６ページから３４７ページをご覧ください。

郷土資料館管理運営費については、平成２９年度に行った市指定文化財額絵

馬の保存処理業務及び郷土資料館床の一部等改修工事が終了したことにより減

額となっております。

３４８ページをご覧ください。

市史編さん費については、需用費のうち印刷製本費の１９万５千円は、古文

書の写真映像を資料として本に製本するものです。これについては、枠外要求

が認められました。

○図書館長

図書館の主要事業についてご説明いたします。

３４２ページから３４３ページをご覧ください。

平成３０年度は、魅力ある事業の展開、資料の充実、施設の改善を主要事業

として行って参ります。

図書館を市民にＰＲし、事業と資料を結びつける魅力ある企画を展開するた

めに、報償費の講師謝礼については、夏休み子ども科学講座１回２万円、ライ

ブラリーカフェ３回２万１千円、計４万１千円の枠外要求が認められました。

これに交通費相当分１万円を含め５万１千円となります。

夏休み子ども科学講座は、宇宙・航空の知識をもっと身近に、もっと楽しく

たくさんの子どもたちに届けたいという思いから、元ＪＡＸＡ職員の方と交渉

。 、 、しようと考えております そして 好評でありましたライブラリーカフェでは

八街市在住のプロの音楽家宮内優里氏をお呼びし、定期的に読書と音楽と珈琲
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の香りを楽しむ場を提供する予定です。

３４３ページをご覧ください。

使用料及び賃借料の中の「みんなでシネマ」使用料の６万４千８百円は、枠

外要求が認められたもので、主に洋画の上映権の使用料です。利用者が減少傾

向にありました映画会の上映内容を見直し、プログラムを組みたいと考えてお

ります。

そして資料の充実ですが、備品購入費１千１３０万円は、１００万円の枠外

要求が認められました。こちらの１００万円は、今回策定いたしました「子ど

もの読書活動推進計画」を基に、子どもたちに読書の楽しさ、大切さを実感し

てもらえるよう児童書を購入する予定となっております。

３４４ページをご覧ください。

新規の事業といたしまして、空調設備更新工事設計業務３６４万９千３２０

円は、耐用年数を超え年々故障が多くなっている図書館の空調設備を新しく導

入するための設計業務で、枠外要求が認められたものです。

３４５ページは、視聴覚教材センター設置条例の廃止に伴いまして、その業

務を図書館に統合したため、新規事業となったものです。今後も前年度同様、

図書館で視聴覚教育を推進し、市民の文化向上を図ってまいります。

○スポーツ振興課長

スポーツ振興課及びスポーツプラザの主要事業の概要についてご説明いたし

ます。

平成３０年度の主要事業ですが、経常的予算については、平成２９年度の予

算の範囲内としておりますので、要求どおりとなっております。

枠外要求に係る新規事業等について、ご説明いたします。

３５９ページから３６０ページをご覧ください。

体育施設維持管理費については、委託料の南部グラウンド整備土砂撤去業務

４４万２千８百円で、長年にわたり強風に伴う飛砂の堆積の撤去で、利用者か

らの要望もあり、管理上必要なことから実施するものです。

市営グラウンド高木選定業務４６万１千８０８円については、榎戸サッカー

場の高木選定を実施するものです。

工事請負費の中で北部グラウンド管理備品用物置設置工事７２万５７６円に

ついては、経年劣化による腐食に伴い、屋根及び扉が破損したため、管理備品

の保管場所である物置を設置するものです。

榎戸サッカー場防球ネット補修工事１４６万１千２４０円については、サッ

カー場ネットの老朽化による補修で、安全確保上必要なことから実施するもの

です。
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３６４ページをご覧ください。

工事請負費のテニスコート（１番から５番コート）人工芝改修工事６千６９

万６千円は、８面あるコートのうち、３面は改修済みですが、１番から５番コ

ートが竣工後２５年が経過し、路盤から改修が必要なことから、人工芝改修工

事を実施するものです。なお、今回は、独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ーが行っている助成事業を活用して実施するものです。

メインアリーナ放送設備改修工事１１２万３千２００円については、老朽化

によりスピーカーの一部故障など、支障があることから実施するものです。

○学校給食センター所長

学校給食センターの事業の概要についてご説明いたします。

３６５ページをご覧ください。

一般管理費については、給食センター事業の管理運営に関する経常的な経費

を計上したもので、事業費は６７５万９千円で、前年度と比較し、８９万４千

円の増額です。

増額の主な要因は、給食管理システムを平成３０年１月に更新したことに伴

う保守管理費の増額、給食費収納管理システム運用環境移行業務に係る費用が

増額したことによります。

また、大量調理施設衛生管理マニュアルの改正に伴い、秋季から冬季にかけ

てのノロウィルス検査に係る経費、栄養士４名、市職員６名、運転手８名、他

課職員２名、職場体験２名合計２２名分３４万５千６００円の中に枠外要求と

して、３名分４万９千円が含まれております。

枠外要求の給食費収納管理システム運用環境移行業務は、４３万２千円、給

食費収納管理システム納付書レイアウト変更業務は、３７万８千円が認められ

ました。

３６６ページをご覧ください。

調理場維持管理費については、学校給食の円滑かつ安定的な供給を図るため

の経費を計上したもので、事業費は２千３２４万７千円で、前年度と比較し、

３７８万６千円の減額です。

減額の主な要因は、平成２９年度は、施設、設備の老朽化に伴う第二調理場

の外壁工事や第一調理場トイレ改修工事等の大型工事を行ったため、これらの

工事分の減額によるものです。

主な事業費ですが、施設修繕料が、例年の２５０万円に加え、施設の老朽化

に伴い５０万円の追加が認められました。

工事請負費については、４８６万円で、第一調理場のばっ気ブロアー交換工

事２１０万６千円、第２沈殿槽改修工事、廃水処理施設の修繕工事費１６２万



- 18 -

円が枠外要求として全額認められました。

３６７ページをご覧ください。

調理場給食事業費については、事業費が４億６千９３９万２千円で、前年度

と比較し、１千９８８万４千円の減額です。

減額の主な要因は、園児・児童・生徒の減少による賄材料費の減によるもの

です。

主な事業費ですが、需用費が３億８１９万円で、一番大きなものとして、食

材を購入するための賄材料費が２億９８５万４千円となっております。

委託料は１億５千９２７万円で、主なものは、学校給食配送業務２千４１４

万円、学校給食調理業務が１億２千６０４万７千円となっております。

なお、備品購入費として、食缶洗浄機１台、２千６０９万３千円、調理用回

転釜２台３０４万円を枠外要求しましたが、認められませんでした。来年度以

降引き続き要求して参ります。

ご審議の程よろしくお願いします。

○教育長

ただいまの事務局の説明に対し、ご質問等のある委員は、発言願います。

○委員

３０２ページについて、まだ教育課程の編成届の前だと思いますが、各小学

、 ． 、 、校で英語を 例えば５ ６年生だとしたら ５０時間で行おうとしているのか

７０時間で行おうとしているのか、どのような予定ですか。

○学校教育課長

今のところ７０時間フルで行おうとしているのが、二州小学校と八街東小学

校です。その他は５０時間です。今のところこのように把握しております。

○委員

わかりました。では、それに３．４年生も加わってきますよね。それでも全

時間ＡＬＴを配置できる見通しなんですか。

○学校教育課長

先ほどの説明の中で、３０年度、３１年度は８．５名という言い方をしまし

、 、 、 、たが 大きな小学校 つまり実住小学校と八街東小学校については １人ずつ

その他の小学校６校については、２校で１人ずつ抱き合わせということで、そ

、 。れぞれの学校で対応できるように 学校間も含めた調整を行っていく予定です

○委員

わかりました。では、その学校に１人を配置するのではなく、英語の授業に

は、ＡＬＴが必ず入ってくると考えてよろしいですか。
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○学校教育課長

そのように対応しようと考えています。

○委員

３１０ページ、自動車借上料、救急用タクシーの借上代８万１千円のところ

で、この予算で毎年大丈夫なのでしょうか。不足することは内のでしょうか。

○教育総務課長

毎年同じような金額ですけれども、不足することはないです。

○委員

３１２ページ、３２０ページについて、今まで教育総務課で計上してきたも

のを学校教育課で計上するということですが、移行することでどのようなメリ

ットがあるのですか。

○学校教育課長

校務用コンピュータの保守業務について、教員用のコンピュータを導入した

ときの経緯が教育総務課（当時の庶務課）が担当であったことから、教育総務

課での予算計上であったが、今後は、教育用コンピュータと校務用コンピュー

タを含めてＩＣＴの関係については、学校教育課で全て担当するほうがやりや

すいということです。

○教育総務課長

補足として、校務支援システムを導入しようと計画しまして、これは先生方

がいろいろなデータを集計するのに使いやすいようにするためのシステムとい

うことなので、学校の先生との連携も必要になってきますので、学校教育課で

担当するほうが使いやすいと考えます。

○委員

３１３ページ、３２１ページについて、備品の購入で、小学校も中学校も今

まで、全部の学校で優先順位の高い順に整備するのですか。今まで各学校では

なかったですか。

○教育次長

学校ごとに優先順位がそれぞれあると思うので、それぞれの学校で優先順位

の高いものから購入していきます。

、 、どの学校を優先して購入するのではなく それぞれの優先するものがあって

それの優先順位が高いものから整備するということです。

○教育長

他にご質問等のある委員は、発言願います。

＜質疑等なし＞
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・第２号報告 八街市子どもの読書活動推進計画書について、事務局の報告を

お願いします。

○図書館長

このたび 「八街市子どもの読書活動推進計画」を策定いたしました。策定、

に当たっては、助言等をいただきありがとうございました。

、 「 」最終的な修正箇所は ３ページの６行目から始まる 第６３回学校読書調査

ここが前回お示ししたのが 「第６２回」のデータでしたので、最新データに、

よる修正が４ページまで反映されております。

１６ページの（５）がパブリックコメント手続きによる挿入部分で、これに

伴い１７ページの「各種おはなし会の開催」から２１ページの「キッズウィー

クなどの活用」まで番号を修正いたしました。

今後、本計画に基づき、家庭・地域・学校・幼稚園・保育園・図書館におけ

る取り組みの一層の充実を図り、さらに子どもの読書活動推進に取り組んで参

ります。引き続き皆さまのご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

○教育長

ただいまの事務局の説明に対し、ご質問等のある委員は、発言願います。

＜質疑等なし＞

質疑がなければ、本日の議題については終了といたします。

４．その他

（１）各課等からの伝達事項

以上で、本日の日程は、すべて終了しました。

閉会します。
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（別紙）

教育長報告

平成３０年２月１５日～３月２２日

日付 曜日 時 間 場 所 内 容

2/15 木 9:10 特別会議室 一般質問答弁書市長打合せ

〃 〃 10:00 中央公民館 青い麦の子ふれあい事業「卒業生を送る会」

〃 〃 13:30 八街少年院 八街少年院視察委員会

2/16 10:00 八街市議会議場 本会議（平成30年３月議会開会）金

2/17 土 8:30 スポーツプラザ 教育長杯争奪バレーボール大会

2/18 日 17:00 スポーツプラザ (仮称)八街落花生マラソン大会実行委員会の設立

2/19 月 15:30 第７回八街市小中学校教頭会八街北小学校

2/20 火 13:45 学力向上データ分析研修会交進小学校

2/21 水 10:00 八街市議会議場 本会議（一般質問）

2/22 木 10:00 八街市議会議場 本会議（一般質問）

2/23 金 10:00 八街市議会議場 本会議（一般質問）

2/24 土 12:30 中央公民館 第41回八街市社会教育振興大会

2/25 日 12:45 中央公民館 第14回八街吹奏楽フェスタ

2/26 月 10:00 八街市議会議場 本会議（議案質疑）

2/27 火 8:20 教育長室 平成29年度目標申告等教育長・校長面接

2/28 水 13:00 図書館 成人式実行委員募金活動の車椅子贈呈式

3/2 金 14:00 八街中央中学校 第２回八街市教育センター運営委員会議

〃 〃 15:00 〃 第２回八街市幼小中高連携推進委員会

3/3 土 9:45 千葉黎明高等学校 平成29年度第93回卒業証書授与式

3/4 日 13:00 中央公民館 第27回こうみんかん祭

3/5 月 9:10 特別会議室 庁議

3/6 火 9:00 八街市議会議場 新年度予算審査特別委員会（総務）

3/7 水 16:00 教育長室 ＩＣＴ説明会

3/8 木 9:00 八街市議会議場 新年度予算審査特別委員会（文教福祉）

3/10 土 13:00 中央公民館 八街市文化協会講演会

3/13 火 9:15 八街中央中学校 卒業証書授与式

3/14 水 14:00 第１回総合教育会議特別会議室

3/15 木 15:00 教育長室 平成29年度末人事異動内示

3/16 金 9:30 朝陽小学校 卒業証書授与式

〃 〃 13:30 中央公民館 第２回八街市文化財審議会

3/18 日 13:00 中央公民館 第12回八街サン・コーラス主催「合唱と文化の集い」

3/19 月 10:00 八街市議会議場 本会議（平成30年３月議会閉会）

3/20 火 13:30 中央公民館 第５回八街市社会教育委員会議

〃 〃 15:00 図書館 第2回八街市視聴覚教材センター委員会

3/22 木 9:10 第１会議室 部課長会議

〃 〃 10:00 市長室 人事異動の他部局協議


